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第１章 構想策定の背景と目的 

１．構想策定の背景と目的 

（１）構想策定の背景  

文化財は、その土地に根ざす人、自然、生活、信仰などが相互に関連した長い歴史

のなかで育まれ、現在に引き継がれてきたもので、その土地のみならず、わが国の歴

史や文化の理解に欠くことのできない貴重な資産である。また、自らが生きる地域へ

の誇りや愛着を感じる上で大きな役割を担い、現在そして将来の社会が発展するため

に必要不可欠なものである。 

また近年では、社会構造の変化、価値観の多様化、とりわけ少子高齢化などにより、

自らが生きる地域の魅力であり、アイデンティティの源泉となってきた歴史文化の継

承が行われにくくなっている。しかし一方で、文化財や伝統的な文化の価値が見直さ

れつつあり、歴史文化を活かした地域づくりの機運が高まりつつある。 

しかしながら、これまでの文化財行政では一つの文化財の保護が強調され、周辺の

環境と切り離されていることによって、文化財の多様な価値が市民に十分に伝わって

いないという課題があった。 

こうした状況のもと、文化庁では、平成 19（2007）年の文化財審議会文化財分科会

企画調査会において、地域全体を歴史文化の観点から捉え、各種施策を統合し歴史文

化を活かした地域づくりを推進するための各市町村による「歴史文化基本構想」及び

「歴史文化保存活用計画」の策定が提言されている。 

このような時代の変化を踏まえ、文化財を適切に保護していく上では、文化財と地

域との関わり方を見直し、文化財をその周辺環境も含めて保存活用するなど、より効

果的で持続可能な形で、地域の歴史文化を継承した地域づくりにつなげるよう取り組

んでいく必要がある。 

 

（２）南相馬市を取りまく状況  

南相馬市は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、多方面において大

きな影響や変化が起きている。 

市内の居住者については、避難により子育て世代など若者の減少が顕著になり、少

子高齢化が加速している。 

地域コミュニティについては、避難による家族の分散をはじめ、災害公営住宅の建

設や防災集団移転により、地域の状況そのものが変化し、維持が困難になっている。 

地域活動については、東日本大震災以降、特に多様化する市民ニーズに応えるため

市民団体の設立や活動がさらに活発化している。 

福島第一原子力発電所事故による避難指示区域となった小高区を中心とした地区

については、震災後に立ち入りができなかったことなどから、人家や商店等の建物の

維持管理ができず荒廃が進んでいる地区がある。 
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このような状況において、文化財については、近年の高齢化や人口減少により、文

化財保存の担い手が減少していた上に、東日本大震災の被害により地域住民の多くが

被災・避難し、その保存・継承が困難な例が多くなっている。また、個人で保有でき

なくなった地域資料の散逸や指定文化財以外の歴史的建造物の解体が進んでいるこ

とも危惧されている。 

以上のような南相馬市の現況から、震災復興に向けた新たなまちづくりが必要とな

っている。 

 

（３）構想策定の目的  

歴史文化基本構想とは、文化遺産の保存活用に関するマスタープランであり、地域

に存在する文化遺産を指定・未指定にかかわらず幅広く捉えて的確に把握し、文化遺

産を、その周辺環境まで含めて総合的に保存・活用するための方針を示すものである。 

文化遺産を適切に保存活用することは、文化遺産とともにその取り巻く自然環境や

景観、風土を保全し、かつ文化遺産を保存伝承してきた人や地域社会も育むことであ

ることから、魅力的な地域文化をもつまちづくりに資するものといえる。 

東日本大震災を経た南相馬市においても、その復興に向けて市民が誇りを持つより

良い地域文化を創出し、地域の力を向上させることが重要である。 

このことから、文化遺産を一体的に捉え、長期的視野にたって文化遺産を活かした

学校教育や観光振興、地域コミュニティ再生などの多方面にわたる活動を推進するこ

とによって、震災を乗り越えて魅力的な活力ある歴史文化のまちづくりを実現するこ

とを目的とし、「南相馬市歴史文化基本構想」を策定する。 

 

南相馬市歴史文化基本構想  

○地域を象徴する文化遺産と、その周辺環境を一体的に捉え、その適切な「保存」を図る。 

○ふるさと教育の充実や地域の魅力づくりを進めるなどの「活用」を図る。 

○長期的な視野にたって市民が誇りをもつ地域文化を醸成する。 

 

学校教育、観光振興、地域コミュニティ再生など 

多方面にわたり文化遺産を活用したまちづくりの推進 

 

歴史文化を活かして魅力的な「まち」として復興する 
 

 

 

  

「文化遺産」とは… 

文化財とほぼ同じ意味を持つが、これまで

の歴史のなかで大切に受け継がれてきたも

ので、文化財保護法で規定する文化財のみ

ならず、文化的な所産を幅広く捉えたもの。 

 
文化遺産 

文化財 

文化財保護法に 
則ったもの 

地域で長い間 
大切にしているもの 

文化財と 
一体になった 
周辺環境 

未指定のもの 
（文化財候補も含む） 

団体などが 
独自のルールで 

大切にしているもの 

図 1-1 文化遺産とは 



第１章 構想策定の背景と目的 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本書の構成 

～関連文化財群を保存活用していくための具体的な取り組み～ 

～構想策定のための現況・前提条件の整理～ 

第１章 構想策定の背景と目的 

○構想策定の背景と目的 

○構想策定のための組織と経過 

○構想の位置付け 

○南相馬市の概要 

○文化財調査および関連施策 

○文化財保護に係る市民活動 

～構想全体の流れについて～ 

第３章 歴史文化基本構想策定の考え方 

～南相馬市の歴史文化の特徴を明確にする関連文化財群を設定～ 

～第４章 南相馬市の関連文化財群 

南相馬市の歴史文化の特徴 

歴史文化を体感できるまち南相馬 

～あらゆる時代の歴史が映し出された個性ある風景に相馬の野馬追文化が息づくまち～ 

南相馬市の関連文化財群 
①海と森の暮らしを感じる縄文空間 

②古墳・官衙・製鉄・石仏がいざなう古代史のフィールド 

③奥州相馬氏、戦国大名としての発展から中村藩主へ 

④今なお受け継がれる武家文化―相馬野馬追 

⑤復興を支えた報徳仕法と移民、そして祈りをささげるまつり 

⑥鉄道の開通によって加速された近代の町並みの発展 

第６章 歴史文化保存活用区域 
○区域の考え方  ○歴史文化保存活用区域の保存活用方針 

第７章 文化遺産の保存活用推進のための体制整備の方針 

第５章 文化遺産の保存活用方針 
○基本方針 ○課題   ○重点的取り組み

今後に向けて 
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２．構想策定のための組織と経過 

（１）組織  

歴史文化基本構想に基づく施策を具現化していくためには、文化財行政だけではな

く、都市計画・観光分野等のまちづくり行政のほか、市民の目線からの参加が不可欠

である。このため策定にあたっては、市民、文化財行政、まちづくり行政の三者が一

体となって進める必要がある。 

このことから、多様な視点を本構想に取り組むため、下記の検討会等を組織すると

ともに、その上位機関として南相馬市歴史文化基本構想策定委員会（以下、「策定委

員会」）を設置した。策定委員会は市民検討会、文化財保護審議会等の代表者の他、

都市計画並びに観光分野の関係者、文化財保存活用の実践者で構成した。 

 

①市民の視点  

さまざまな市民の意見を取り入れるため、公募市民により組織される市民検討会に

より、構想の検討を行った。 

 

②まちづくり行政の視点  

文化遺産をまちづくりに活かすため、市役所内組織として庁内部会（課長相当職）・

作業部会（係長相当職）の２つの会議を開催し、検討を行った。会議は、下記課の職

員により構成する。 

 

総務課、財政課、企画課、文化スポーツ課、観光交流課、都市計画課、 

教育総務課、学校教育課、文化財課、小高区地域振興課、鹿島区地域振興課 

 

③文化財行政の視点  

文化財としての本質的価値を保存活用するため、市の文化財の諮問機関である文化

財保護審議会の議題として検討を行う。また、各史跡保存活用指導委員会等でも協議

を行った。 

 

図 1-3 構想策定の組織図 
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図 1-4 歴史文化基本構想策定の組織体制 

 

 

表 1-1 南相馬市歴史文化基本構想策定委員会名簿 

氏名 所属等 

二上  裕嗣 
文化財保護審議会長 

相馬野馬追保存会専門委員長 

猪狩  正志 文化財保護審議委員 

玉川  一郎 
文化財保護審議委員 泉官衙遺跡保存整備指導委員 

大悲山石仏保存整備指導委員 

小林  敬一 
東北芸術工科大学基盤教育センター教授 

泉官衙遺跡保存整備指導委員 

小畑  瓊子 朝日座を楽しむ会会長 

伏見 裕方 鹿島文化財愛好会会長 

高橋   真 南相馬観光協会 

平田  廣昭 小高観光協会 

岩橋 光善 南相馬市歴史文化基本構想策定委員会・市民検討会 

宇野 正敏 南相馬市歴史文化基本構想策定委員会・市民検討会 

阿部  貞康 南相馬市教育委員会教育長 

木村  浩之 南相馬市教育委員会事務局長 

策定委員会 

教育長 

教育委員会事務局長 

文化財保護審議会 

相馬野馬追保存会専門委員 

史跡保存活用指導委員会 

文化財保存活用の実践者 

市民検討会 

観光協会等 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

庁内部会 
（課長級） 

庁内の関係事項を 

調査及び検討 

 

        

作業部会 
（係長級） 

庁内情報や関係 

機関の意見集約 

 

  

  

  

市民検討会 
（公募市民） 

 

  

  

  

文化財保護 

審議会   

事務局   
（文化財課） 

専門家(アドバイザー)   

市長 教育委員会 
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（２）経過  

構想の策定にあたり、策定委員会を５回、市民検討会を８回開催し、構想の内容に

ついて検討協議を行った。 

また、庁内の会議としては、庁内部会を３回、作業部会を５回開催した。なお、歴

史文化基本構想の内容を広く市民に伝えるため、市民を対象とした報告会を開催した。 

 

３．構想の位置付け 

（１）上位・関連計画の位置付け  

本構想は、文化財とその周辺環境を含めて総合的に保存活用し、地域資源を題材と

した、まちづくり、観光振興、学校・社会教育、市民活動等の施策を展開するための

基本的な方針として策定する。 

策定にあたっては、最上位計画となる「南相馬市復興総合計画」に基づき、関連す

る各分野の基本計画と調整を図ることとする。また、次回以降の復興総合計画および

教育基本計画にも反映させるものとする。 

本構想策定後、本構想に基づき、個別の文化財の保存活用計画ならびに関連文化財

としての具体的な保存活用計画を策定する。 

 

上位・関連計画 

①南相馬市復興総合計画 （平成 27年 3月） 

②南相馬市教育振興基本計画 （平成 28年 3 月） 

③南相馬市国土利用計画（第２次） （平成 27年 11月） 

④南相馬市都市計画マスタープラン （平成 30年 3月） 

⑤第２次南相馬市環境基本計画 （平成 29年 3月） 
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図 1-5 歴史文化基本構想の位置付け 

歴史文化 

基本構想 

 

 

各分野の関連する基本計画 

都市計画マスタープラン（平成 30年） 

国土利用計画（平成 27年） 

教育振興基本計画（平成 28年） 

 

環境基本計画（平成 29年） 

長期的な視野を持っ

て、文化遺産を周辺環

境も含め総合的に保

存・活用する。 

 

連携 

調整 

南相馬市復興総合計画（平成 27年） 

まちづくり、観光振興、学校・社会教育、市民活動等の政策を展開 

 

歴史文化を活かして魅力的な「まち」として復興する 

観光交流の推進  豊かな生活環境の形成  住宅の整備 

学校教育の充実・整備  生涯学習・スポーツ環境の充実 

              地域文化の継承  地域コミュニティの再生 

市民参加・協働の推進 

 

 復興総合計画の

基本施策に展開 
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１）南相馬市復興総合計画  

市の最上位計画であり、本市が目指す将来像、まちづくりの目標、基本方針及び土

地利用の基本的な考え方を示す役割を担う計画とされている。基本構想では、10年後

（平成 36 年度）の将来像として「みんなでつくるかがやきとやすらぎのまち南相馬

～復興から発展へ～」を掲げ、それに基づき、まちづくりの目標が 4項目、まちづく

りの目標を達成するための施策の大綱が 6つの指針として挙げられている。 

本構想と関連する項目は、「基本方針１ 地域の特性を見つめなおし、産業と交流

がさかんなまちづくり」では「（３）観光交流の推進」、「基本方針４ 環境にやさし

く快適に暮らせるまちづくり」では「（１）豊かな生活環境の形成」および「（５）住

宅の整備」、「基本方針５ 自ら学び、自ら考え、生きぬく力を育むまちづくり」では

「（２）生涯学習・スポーツ環境の充実」および「（３）地域文化の継承」、「基本方針

６ 市民の力を生かした持続可能なまちづくり」では「（１）地域コミュニティの再

生」および「（２）市民参加・協働の推進」の４つの基本方針に関連する項目が挙げ

られている。 

 

表 1-2 指針別施策体系図 

基本指針 施策 

基本指針１ 
地域の特性を見つめなおし、 

産業と交流がさかんなまちづくり 

（１）商工業の再興 

（２）農林水産業の再興 

（３）観光交流の推進 

基本指針２ 
健康で安心して 

暮らすことができるまちづくり 

（１）子育て環境の整備 

（２）健康づくりの推進 

（３）地域医療・介護の充実 

（４）放射線対策の充実 

（５）福祉の充実 

基本指針３ 
災害に対応できる 

安全・安心なまちづくり 

（１）原子力災害対策の推進 

（２）自然災害への対応の充実 

（３）消防・防災機能の充実 

基本指針４ 
環境にやさしく、 

快適に暮らせるまちづくり 

（１）豊かな生活環境の形成 

（２）新エネルギーの活用 

（３）インフラ整備の推進 

（４）公共交通の充実 

（５）住宅の整備 

（６）防犯・交通安全の推進 

基本指針５ 
自ら学び、自ら考え、 

生きぬく力を育むまちづくり 

（１）学校教育の充実・整備 

（２）生涯学習・スポーツ環境の充実 

（３）地域文化の継承 

基本指針６ 
市民の力を生かした 

持続可能なまちづくり 

（１）地域コミュニティの再生 

（２）市民参加・協働の推進 

（３）持続可能な行政運営 
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表 1-3 歴史文化基本構想に関連する施策 

基本指針１ 地域の特性を見つめなおし、産業と交流がさかんなまちづくり 

基本施策 （３）観光交流の推進 

施策と 
施策の展開 

①馬事文化を核とした観光開発 
１．相馬野馬追の振興 
２．観光ルートの確立と観光物産品の PR強化 
３．観光交流施設の活用 

②交流人口の拡大 
１．各種交流の促進 
４．観光交流情報の発信充実 

 

基本方針４ 環境にやさしく、快適に暮らせるまちづくり 

基本施策 （１）豊かな生活環境の形成 （５）住宅の整備 

施策と 
施策の展開 

②自然と人が調和するまちづくり 
１．公園緑地等の整備促進 
２．緑ある生活環境の充実 

④計画的な都市空間の創造 
１．総合的な都市計画の推進 
２．コンパクトシティの推進 
３．避難指示区域の住環境・生活関連サ

ービスの整備 

①安心して居住できる環境の整備 
３．移住・定住の促進 

 

基本指針５ 自ら学び、自ら考え、生きぬく力を育むまちづくり 

基本施策 （１）学校教育の充実・整備 

施策と 
施策の展開 

②生きぬく力の育成 
２．豊かな心を育む教育の推進 
４・学校や家庭や地域が連携した学習機会の提供 

基本施策 （２）生涯学習・スポーツ環境の充実 （３）地域文化の継承 

施策と 
施策の展開 

①だれもが学習できる環境の充実 
１．生涯学習環境の充実 
２．読書環境の充実 

③芸術文化にふれる機会の充実 
１．芸術文化活動が行いやすく、参加し

やすい環境整備 
２．身近に芸術文化にふれることのでき

る環境整備 

①文化財の保護・保存と活用 
１．文化財の整備推進 
２．文化財の活用推進 

②ふるさと教育の充実 
１．ふるさと教育の推進 

③伝統文化の継承支援 
１．民俗芸能の伝承支援 
２．相馬野馬追の継承支援 

 

基本指針６ 市民の力を生かした持続可能なまちづくり 

基本施策 （１）地域コミュニティの再生 （２）市民参加・協働の推進 

施策と 
施策の展開 

①地域活動の環境づくりと人材育成  
１．地域主体のまちづくりの推進 
３．地域で活躍する人材の育成 

①市民との情報共有の推進 
１．広聴活動の推進 
２．広報活動の推進 

②市民活動の活性化と協働事業の推進 
１．主要な条例や計画などの策定段階へ

の市民参加の推進 
２．協働事業の推進 
３．市民活動団体の育成と連携強化 
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２）南相馬市教育振興基本計画  

本計画は、教育基本法第 17 条第 2 項に基づき、本市の「南相馬市復興総合計画」

を上位計画として整合性を図りつつ、学校教育、生涯学習、文化及びスポーツ、幼児

教育に関する総合的な計画である。 

本計画では、基本理念、目指す子ども・市民の姿、基本目標が掲げられ、その目標

を実現するための基本施策として 4つの基本施策が挙げられ、それぞれについて施策

の展開が挙げられている。また、3つの重点プロジェクトを設定している。 

そのうち、「基本施策２ 生涯学習・スポーツ環境の充実」では郷土資料をはじめ

とする特色ある資料の収集と情報提供の取り組み、「基本施策３ 地域文化の継承」

では、歴史文化基本構想などの策定や、文化財の保存活用について明記されている。 

 

表 1-4 歴史文化基本構想に関連する主な施策 

基本目標 生涯学習スポーツ：誰もが親しめる生涯学習・スポーツ環境の充実を図ります。 

基本施策 ２．生涯学習・スポーツ環境の充実 

施策 だれもが学習できる環境の充実 

復興計画での

施策の展開 
２．読書環境の充実 

基本計画での

取組み内容 
③郷土資料をはじめとする特色ある資料の収集と提供の取組み 

 

基本目標 文化：地域を象徴し、地域の誇りとなる地域文化を継承します。 

基本施策 ３．地域文化の継承 

施策 文化財の保護・保存と活用 ふるさと教育の充実 伝統文化の継承支援 

復興計画での

施策の展開 

１．文化財の整備

推進 

２．文化財の活用

推進 

１．ふるさと教育

の推進 

１．民俗芸能の

伝承支援 

２．相馬野馬追

の伝承支援 

基本計画での

取組み内容 

①指定文化財

等の適切な

保護・保存の

取組み 

②被災文化財

などの復旧

及び震災関

連資料伝承

への取組み 

① 文 化 財 見

学・公開促進

の取組み 

①地域文化伝承

の取組み 

①民俗芸能伝

承活動支援

の取組み 

①相馬野馬追

伝承支援の

取組み 
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３）南相馬市国土利用計画（第２次）  

土地利用の方向として、都市地域と都市周辺地域に分け方向が示されている。都市

地域では、快適な都市空間の創出、広域交通ネットワークの強化、各種都市サービス

機能の充実などが挙げられている。都市周辺地域では、新規 IC 周辺の生産や流通、

情報発信や地域振興等の拠点としての推進、帰還促進や交流人口拡大、緊急時避難路

確保のための新規 IC整備の推進などが挙げられている。 

本市の特性を形成する歴史的文化遺産については、その価値を十分認識し、市民共

通の財産として次代へ継承するとともに、これらの史跡等を活用しながら、教育文化

施設や観光・レクリエーション施設の整備に努めるとされている。 

 

表1-5 国土利用計画に掲げられた大規模開発事業（平成26年以降平成36年まで） 

 

図 1-6 地域区分図 

開発事業名 施行区域 区域面積（㎡） 

泉官衙史跡保存整備事業（計画中） 泉 50,204.0 

高見町史跡保存整備事業（構想中） 高見町 20,000.0 

出土遺物収蔵施設建設事業（平成28年度終了） 本陣前 2,076.0 

横大道製鉄遺跡公有化事業（平成27年度終了） 飯崎 9,301.0 

浦尻貝塚史跡公園整備事業（計画中） 浦尻 80,187.0 

都 市 地 域  
都市周辺地域  
地 域  沿 岸 地 域  
山 間 地 域  
高 速 道 路  
主要な道路  
地 域 区 分  
区 域  
避難指示区域  
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４）南相馬市都市計画マスタープラン  

都市づくりの理念として「住みなれたまちや産業を復興し、安全・安心な持続可能

な都市づくり」を掲げ、それを元に、都市づくりの 5 つの基本目標と、「みんなでつ

くる かがやきとやすらぎのまち」という将来都市像が挙げられている。 

このうち、「観光資源を活かした都市づくり」では相馬野馬追や史跡等の活用、「魅

力と賑わいあふれるコンパクトな都市づくり」では、街並み景観づくりや山・川・海

の豊かな自然環境と調査した南相馬市の原風景と調和について記載されている。 

 

 
図 1-7 都市づくりの理念と都市づくりの基本目標 

 

  



第１章 構想策定の背景と目的 

13 

５）第２次南相馬市環境基本計画（平成 29 年 3 月）  

本計画の目的は、震災で大きな被害を受けた本市の自然環境・生活環境を再生・創

造し、環境基本条例で定める 3つの基本理念を具現化するため、環境の保全に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図ることとされている。 

このうち、「環境目標２ 豊かな自然の再生と創造」、「環境目標３ 快適で環境に

やさしい都市環境の創造」、「環境目標６ 自然環境とともに形成された文化の継承」

の環境施策と主要施策において、景観保全、空家対策、公園や遊歩道の整備、市民参

加の維持管理体制の確立、歴史的文化的環境や地域の歴史的文化的環境の保全などが

挙げられている。 

図 1-8 環境施策の展開


